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令和 2 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 食品の安全確保推進研究事業 

食品行政における国際整合性の確保と食品分野の国際動向に関する研究 

研究分担報告書 

｢Codex における組織横断型・ガバナンス問題（一般原則部会の論点を中心に）に関する研
究、およびリスクコミュニケーション｣ 

研究分担者 松尾 真紀子 東京大学 公共政策学連携研究部 

 

 本研究は、研究期間を通じて以下を目的とする；①コーデックス一般原則部会（CCGP）

等コーデックスの横断的な問題を中心として、国内外の食品安全に関するトピック・課

題等を抽出・整理・適宜政策提言する；②食品安全に関するシンポジウム等を開催し、

国内の多様な主体に対して海外や日本の状況に関するリスクコミュニケーションを行う

ことで広い意味でのネットワーク構築につなげる。 

一つ目の CCGP におけるプロセス分析とガバナンス上の課題については、CCGP(32)

の各議題について、①本部会への付託事項（議題２）の「科学の役割に関する原則文」、

②電子的なコミュニケーションのみによる部会（Committee working by correspondence、

CWBC）の手続きガイダンス（議題４）、③コーデックス規格の利用に関するモニタリン

グ（議題 7）、④SDGs の文脈でコーデックスの活動をモニタリングすることについて（議

題 8）、を中心にこれまでの経緯を踏まえて整理した。①の「科学の役割に関する原則文」

については、執行委員会の小委員会で SoP の実装を目的とするガイダンスの作成を予定

しているが、古くはホルモン牛、昨今はラクトパミンなどの際にコーデックスで幾度と

なく再燃している根深い課題であり、今後の議論も注目が必要である。②の CWBC につ

いては文書のいくつかの明確化を行ったうえで、第 44 回総会に諮られることとなった。

③のコーデックス規格の利活用のモニタリングはコーデックス戦略計画にも掲げられて

いる項目で重要であるが、それを実際に実施する上では様々な課題（指標、計測の観点、

加盟国の負担等）があり、ほかの国際機関での活動も踏まえ重複を回避しつつ実施する

ことが必要である。④コーデックスの SDGs への貢献は、国連組織全体・加盟国として

取り組むべき重要な課題で、コーデックスとしてのプレゼンスを示していく必要あるが、

③のモニタリング同様、客観的指標の策定等において様々な課題がある。二つ目のリス

クコミュニケーションとネットワーク構築については、2019 年に国連総会決議で「国際

食品安全の日（World Food Safety Day）」が定められ、2020 年 WHO 総会において食品安

全決議「食品安全の取り組み強化」（WHA73.5）が採択されたことを踏まえ、2020 年 11 月

27 日に、本研究班主催、厚生労働省、東京大学未来ビジョン研究センターの共催で、「食

品安全確保の強化を目指して－WHO の食品安全決議をふまえた日本の取り組み」と題し

たシンポジウムを、WHO からの講演者（山本尚子氏（WHO の事務局長補）、山本ライン

氏、本研究班の研究分担者を招いてオンラインで開催した。 
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A．研究目的 
 本研究は研究期間に、以下の二つの活

動を行う。一つは、コーデックスの一般原
則部会（CCGP）の重要トピックにつき、
合意形成プロセスにおける論点を、国際政
治・公共政策学的観点から分析し、各国の
ポジションや利害関係の把握と論点の整理
分析を行う。CCGP はコーデックスのすべ
ての部会に横断的にかかわる手順や一般事
項について付託を受けた場合に検討を行う
部会 1であり、特にコーデックスのガバナ
ンス上の課題を検討するうえで重要な部会
である。したがって、そこにおける議題に
ついて、日本の戦略的なコーデックス対応
に資する情報ベースの整理分析を行う。 

もう一つは、国際・国内のシンポジウム
の開催等により、国内外の行政、業界、ア
カデミア、消費者団体等、多様な主体との
交流の機会を設け、広い意味でのリスクコ
ミュニケーションとネットワーク構築を図
ることである。これにより、議論の連携、
国内におけるコーデックス活動に対する認
識と支持の向上を得ることを目的とする。 

 

 
1 Procedural Manual に記載されている

CCGP の TOR は以下（Procedural Manual よ
り）。 
To deal with such procedural and general 
matters as are referred to it by the Codex 
Alimentarius Commission, including: 
 - the review or endorsement of procedural 
provisions/texts forwarded by other subsidiary 
bodies for inclusion in the Procedural Manual 
of the Codex Alimentarius Commission; and 
 - the consideration and recommendation of 
other amendments to the Procedural Manual. 

B．研究方法 
B.1 CCGP におけるプロセス分析 

一つ目の CCGPにおけるプロセス分析と
ガバナンス上の課題については、前研究班
以来（平成 26 年度～）継続的に分析を行っ
てきたところである 2。本年度も引き続き

 
2 CCGP におけるこれまでの議論の経緯に

ついては、以下の平成 26 年度から令和元年

度の報告書参照（なお、平成 29 年度および

令和元年度については CCGP の部会が閉会

となったため議論はなされなかった）。 
松尾真紀子（2020）「コーデックスにおける

組織横断型・ガバナンス問題及びリスクコ

ミュニケーション」『厚生労働科学研究費補

助金（食品の安全確保推進研究事業）国際

食品規格策定プロセスを踏まえた食品衛生

規制の国際化戦略に関する研究、令和元年

度分担研究報告書』pp.374-389。 
松尾真紀子（2019）「コーデックスにおける

組織横断型・ガバナンス問題及びリスクコ

ミュニケーション」『厚生労働科学研究費補

助金（食品の安全確保推進研究事業）国際

食品規格策定プロセスを踏まえた食品衛生

規制の国際化戦略に関する研究、平成 30
年度分担研究報告書』pp. 535-567。 
松尾真紀子（2017）「コーデックス一般原則

部会における交渉プロセス及びガバナンス

課題分析」『厚生労働科学研究費補助金（食

品の安全確保推進研究事業）国際食品規格

策定プロセスを踏まえた食品衛生規制の国

際化戦略に関する研究、平成 28 年度分担研

究報告書』pp. 250-261。 
松尾真紀子、江津爽「コーデックス一般原

則部会における交渉プロセス及びガバナン

ス課題分析」『厚生労働科学研究費補助金

（食品の安全確保推進研究事業）国際食品

規格策定プロセスを踏まえた食品衛生規制

の国際化戦略に関する研究、平成 27 年度

分担研究報告書』pp. 199-287。 
松尾真紀子、浅田玲加、岩崎舞、鬼頭未沙

子「コーデックス一般原則部会における交

渉プロセス及びガバナンス課題分析」『厚生

労働科学研究費補助金（食品の安全確保推

進研究事業）国際食品規格策定プロセスを
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部会での議題の整理を行った。具体的には、
会議に先立って回付される討議文書、採択
された議事録の等の整理・分析である。 

 

B.2 リスクコミュニケーションとネット

ワーク構築 

二つ目のリスコミニケーションとネット
ワーク構築については、専門家や実務家・
行政担当者等を国内外から招いて、業界関
係者や広く一般を対象に、直接話を聞き、
質疑等を行う場を設ける形で展開している。
この活動についても平成 25 年度以来、継続
的に取り組んでいる（過去の取り組みにつ
いては、添付資料１．これまで厚生労働省

の研究班が主催してきたコーデックスイベ

ントの一覧を参照されたい）。 

本年度は、2019 年に国連総会決議で「国

際食品安全の日（World Food Safety Day）」

が定められ、2020 年 WHO 総会において食

品安全決議「食品安全の取り組み強化」

（WHA73.5）が採択されたことを踏まえ、

2020 年 11 月 27 日に、本研究班主催、厚生

労働省、東京大学未来ビジョン研究センタ

ーの共催で、「食品安全確保の強化を目指し

て－WHO の食品安全決議をふまえた日本

の取り組み」をオンラインで開催した。 

 

C. D. 結果及び考察 

 
C.D.1 CCGPにおけるプロセス分析 

継続案件については、過去の経緯を令和

元年度報告書をもとに要約するが詳細につ

 
踏まえた食品衛生規制の国際化戦略に関す

る研究、平成 26 年度分担研究報告書』

pp.273-282。 

いては同報告書を参照されたい 3。第 32 回

CCGP（CCGP(32)）は、2021 年 2 月 8，9，
11，12，15，17 日、フランスを議長国とし
てオンラインで開催した。 

（１）議題２ 本部会への付託事項 

議題２の本部会への付託事項としては、

主として以下 3 点が報告された－①第 80

回執行委員会における Subcommittee（以下

執行委員会小委員会）が検討している「コ

ーデックスとパンデミック‐戦略的課題と

機会（codex and the pandemic strategic 

challenges opportunities）」に関連して、特に

オンラインで開催されるバーチャル会合の

投票や選出について現在コーデックス事務

局と FAO・WHO の法律部門と協議が行わ

れていること(REP21/GP para.6)、②執行委

員会における戦略的計画の小委員会の再設

置と、その新たな ToR の中でコーデックス

の活動が「国連食料システムサミット

（UNFSS:UN Food System Summit）」で認識

されるよう努めることとされた点

（REP21/GP para7）、③コーデックス手続き

マニュアル（PM）にある「科学の役割に関

する原則文」の実装（operationalization)に

ついての作業、特にガイダンスの策定にお

ける加盟主体の参加の重要性について指摘

されたこと（REP21/GP para7）、である。 

 
3 松尾真紀子（2020）「コーデックスにおけ

る組織横断型・ガバナンス問題及びリスク

コミュニケーション」『厚生労働科学研究費

補助金（食品の安全確保推進研究事業）国

際食品規格策定プロセスを踏まえた食品衛

生規制の国際化戦略に関する研究、令和元

年度分担研究報告書』 
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③の「科学の役割に関する原則文」につ

いて、同文書に関する第 80 回執行委員会小

委員会の報告書 4をもとに補足する 5。 

CAC(42)では、執行委員会の中に、「科学

の役割に関する原則分」についての手順・

SoP（the Application of the Statements of 

Principle Concerning the Role of Science）に

関する小委員会（Subcommittee）を設置す

ることを合意した。その ToR は、コーデッ

クスにおける「SoP の実装」を目的とし、

「コンセンサス促進のガイダンスを補完す

る」位置づけの、「実践的なガイダンス」を

作成することとされた（CX/EXEC 21/80/4 

para.1.1 及び 1.2） 6。CCEXEC(78)の議長の

報告では（CX/EXEC 21/80/4 1.2）、①コー

 
4 CCEXEC SUB-COMMITTEE ON THE 
APPLICATION OF THE STATEMENTS OF 
PRINCIPLE CONCERNING THE ROLE OF 
SCIENCE – UPDATE CX/EXEC 21/80/4 
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius
/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F
%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fco
dex%252FMeetings%252FCX-702-80%252F
Working%2BDocuments%252Fex80_04e.pdf 
5 その他以下の文書も関連する。第 77 回執

行委員会 HISTORY AND 
IMPLICATIONSOF THE FOURTH 
PARAGRAPH OF THE STATEMENTS OF 
PRINCIPLE CX/EXEC 19/77/10 
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius
/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F
%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fco
dex%252FMeetings%252FCX-702-77%252F
Working%2BDocuments%252Fex77_10e.pdf 
6 “To develop practical guidance for Codex 
Subsidiary Bodies and their chairpersons on 
the operationalisation of the Statements of 
Principle Concerning the Role of Science to 
allow Codex to set standards that are needed 
by Members and are based on science, while 
acknowledging different situations in different 
areas of the world and to complement the 
guidance provided in the Measures to 
Facilitate Consensus.” 

デックス事務局が FAO と WHO と連携して

ToR に基づき、各部会の議長のフィードバ

ックも得ながら実践的なガイダンスのドラ

フトを作成する、②コーデックス事務局が

CCEXEC(79)の直前に小委員会電子部会で

ドラフトを提示、③CCEXEC(79)の直前に

ドラフトを小委員会で議論し次の作業を

CCEXEC(79)に提示できるようにするとし

ていた。しかし、コロナ禍の影響によりス

ケジュールが大幅に遅れた(CX/EXEC 

21/80/4 1.3)。部会の議長とのハイブリッ

ド会議は 2020 年 12 月に実施され、様々な

意見が述べられたが、各部会の議長からの

明確なメッセージとしては、ガイダンスを

増やすことで議長の役割を複雑にすべきで

ないということ（ガイダンスは簡潔である

べき）であった。これを受けて事務局では、

各部会におけるアプローチ（特に

notes/footnotes の利用のされ方と、

reservation の利用－文書の採択時に表明し

た留保がより可視化できるように）のレビ

ューを実施し、それについてのガイダンス

を提示することとした（CX/EXEC 21/80/4 

3.1）。また、いわゆる「その他の正当な要

素」について、other legitimate factors, 

legitimate concern, other considerations, 

consideration of other factors, other factors な

ど用語が複数あり、その明確化をすること、

abstain from acceptance (in Statement 4)につ

いても確認された(CX/EXEC 21/80/4 3.2)。

コーデックス事務局は CCEXEC(81)までに

ガイダンス案を提示することとなっている

（CX/EXEC 21/80/4 3.3）。 

 なお、PM における「科学の役割に関す

る原則文」は、成長ホルモン牛をめぐる米

欧の対立を契機として策定され、その後も

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-702-80%252FWorking%2BDocuments%252Fex80_04e.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-702-80%252FWorking%2BDocuments%252Fex80_04e.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-702-80%252FWorking%2BDocuments%252Fex80_04e.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-702-80%252FWorking%2BDocuments%252Fex80_04e.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-702-80%252FWorking%2BDocuments%252Fex80_04e.pdf
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ラクトパミンなど、肥育目的の動物用医薬

品の MRL 設置に対する合意が米欧の根深

い対立を大きな要因としてできないたびに、

幾度もコーデックスで議論された案件であ

る。いずれも投票行動にもつれ込んだ案件

で、そのたびに、コンセンサスの在り方、

ステップ８で留め置くことやそれに対する

議論、議長の役割などが議論されてきた 7。 

 

（２）議題３CCGP の作業に関連する

FAO 及び WHO の活動に関する情報 

議題３の FAO 及び WHO からの報告につ

いては、コーデックストラストファンド

（CTF）についての報告、前述の「国連食

料システムサミット（UNFSS:UN Food 

System Summit）」8の重要性のほか、FAO が

 
7 松尾真紀子、浅田玲加、岩崎舞、鬼頭未

沙子（2015）「コーデックス一般原則部会に

おける交渉プロセス及びガバナンス課題分

析」『厚生労働科学研究費補助金（食品の安

全確保推進研究事業）国際食品規格策定プ

ロセスを踏まえた食品衛生規制の国際化戦

略に関する研究、平成 26 年度分担研究報

告書』などを参照。 
8 参考：Food System Summit（2021 年 9 月

＠NY、pre-Summit gathering7 月＠伊）は国

連全体で取り組んでおり、FAO/WHO そし

てコーデックス加盟国からのインプットが

求められている(CX/GP 21/32/3) 
Food System Summit では、4 つの Action 
Tracks が掲げられている。 
①Action Track 1: Ensure access to safe and 
nutritious food for all（UN Anchor 
OrganizationFAO 担当） 
②Action Track 2: Shift to sustainable 
consumption patterns（WHO 担当） 
③Action Track 3: Boost nature-positive 
production 
④Action Track 4: Advance equitable 
livelihoods 

 

実施したコメ中のコーデックス残留農薬基

準値（MRLs）の国際的なハーモナイゼー

ションに関する調査が紹介された。 

 

（３）議題４電子的なコミュニケーショ

ンのみによる部会（Committee working 

by correspondence、CWBC）の手続きガ

イダンス 

まず、本議題のこれまでの経緯について、

令和元年度の筆者の報告書をもとに整理す

る。2016 年の CCGP(30)でドイツとフラン

スが CWBC に関する討議文書を策定した

後、執行委員会（2016年のCCEXEC(72) 9、

2017 年の CCEXEC(73)10）及び総会（2017
年の CAC(40) 11、2018 年の CAC(41)）を

中心に、CWBC のあり方についての議論が

なされてきた。2018 年の CAC(41)では

CWBC に関するガイダンスをつくるうえ

での手続き・運営上の課題について議論す

ることについて一般的な支持があったこと

から、総会の要請を受けて CCGP(31)で議

論をすることとなった。 
2019 年に実施された前回の CCGP(31)

ではさらなる議論のために、ニュージーラ

ンド、ドイツ、日本、米国の共同議長によ

る電子作業部会が設置され、そこでの議論

 
https://www.un.org/en/food-systems-summit/a
ction-tracks#:~:text=Action%20Track%201%2
0will%20work,affordable%20and%20safe%20
food%20products 
9 REP 17/EXEC1, para 18–33  この中で法務官

（legal adviser）は現状の手続きマニュアル

には、working by correspondence に関する規

定がないと指摘。 
10 REP17/EXEC2, para 114-126  執行委員会の

sub-committee におけるまとめをもとに議

論。 
11 REP17/CAC, para 143-152   
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を踏まえて討議文書（CX/GP 20/32/4）が

作成された。討議文書では、これまでコー

デックスで実施した CWBC の事例の整理

12と、論点の整理が行われた。その後、当

初 2020 年 に 開 催 を 予 定 し て い た

CCGP(32)が開催されなかったことを踏ま

えて、2020 年の 7 月と 10 月に電子作業部

会が行われ、討議文書の CX/GP 21/32/4
が作成された。 

2021 年の CCGP(32)では、上記討議文書

への更なるコメントを踏まえ、議長国の

CRD4 に基づいて議論をすることとなった。

まず全体に関する議論について、当初オン

ライン・バーチャル会合の取扱いも含むか

という議論があったが 13、CWBC はコーデ

ックス部会のバーチャル会合とは概念的に

異なることから本ガイダンスでは元の ToR

に基づくこととされ（REP21/GP para.16）、

バーチャル会合に関する言及が削除された

（ただし、バーチャル会合の実施を排除す

るものではない）（REP21/GP para.17）。ま

た、CWBC は例外的に実施するものであり、

コーデックスで通常するものではないとい

うことの再確認もされた（REP21/GP 

para.16）。 

その他、個別の課題については、定足数

（Quorum）について議論があった。まず何

 
12 CWBC で実施した事例のうち、休会して

いた部会を再稼働させたものとして①

Codex Committee on Sugars (CCS) 、②Codex 
Committee on Milk and Milk Products 
(CCMMP)、③Codex Committee on Cereals, 
Pulses and Legumes (CCCPL)に加え、その他

の CWBC の事例としては、the Codex 
Committee on Processed Fruits and Vegetables 
(CCPFV)が紹介された。 
13 コーデックス連絡会議資料 p.43 

をもって「参加 attending the session」かと

いうことについて明確化するため、CWBC

においては「登録（registration）」がそれに

あたるとされた。また、定足数を満たさな

い場合 PM では会合が成立しないことにな

っている 14が、そうなるとこうした会は成

り立たなくなるので、文書においては、「定

足数の不足については総会の指示を仰ぐた

め報告しなければならない（The absence of 

a quorum shall be reported to the Commission 

for further guidance）」旨が明記された

（REP21/GP APPENDIX 6）。また、このガ

イダンスを何に盛り込むかについては、議

長のハンドブックか PM か議論があったが

（REP21/GP para.20）、PM のセクション III

に盛り込んではどうかという結論で合意し

た（REP21/GP para.23）。 

以上を踏まえて、第 44 回総会に諮られる

こととなった。 

 

（４）議題５コーデックス文書の改定

（revisions）／修正（amendments）お

よび６コーデックス手続きマニュアル

（PM） 

議題 5 のコーデックス文書の改定

（revisions）／修正（amendments）につい

ては、「改定（revision）」、「修辞的/実質的

な修正(editorial and substantive 

amendments)」、「訂正（correction）」をきち

んと定義することにより、現在の PM の

 
14 定足数については PM に規定されている。

ルールの変更などの場合はコーデックス加

盟主体の過半数が必要であるが、それ以外

の場合は 20％以上の参加か、25 主体以上と

されている（地域調整部会の場合は 1/3）
（CX/GP20/32/4 10.2、10.3）。 
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Guide to the Procedure for the Amendment 

and Revisions of Codex Standards and Related 

Texts を改善することを目的として、コーデ

ックス事務局が提示した作業（REP21/GP 

para.24）。 

本作業について部会からの支持があり、コ

ーデックス事務局が上記文書の修正案を策

定することを第 44 回総会に諮ることで合

意した。 

 また議題 6 のコーデックス手続きマニュ

アル（PM）については、コーデックス事務

局から、使い勝手が良いデジタル版の作成

について提案し、作業が進められることで

合意した。 

 

（５）議題７コーデックス規格の利用に

関するモニタリング 

本件も継続案件であり、まずこれまでの
経緯について令和元年度の筆者の報告書を

もとに整理する。 
採択されたコーデックス規格を自国の規

制に反映するかは各国にゆだねられている

が、WTO の SPS 協定において参照される

ことから、公衆衛生や規制の指標と認識さ

れてきた。コーデックス規格の各国におけ

る利活用の必要性は、2019 年に採択された

コーデックス戦略計画（2020-2025）にお

いても言及されている。具体的には「目標

３－コーデックス規格の認知と利活用によ

る影響力の強化 15」、目的３．３「コーデ

ックス規格の利用とそのインパクトを認識

し促進する 16」の中で、コーデックス規格

 
15 Goal 3 “Increase impact through the 
recognition and use of Codex standards” 
16 Objective 3.3, “Recognise and promote the use 
and impact of Codex standards” 

の影響力を計るメカニズム・ツールを策定

し、パイロット的に実施するとしている。

しかしコーデックス規格が実際にどれだけ

各国で実施・利活用されているかというこ

とについて、それを確認する手法がないこ

とから、どの程度役に立っているのかを評

価することは難しいとされてきた（CX/GP 
20/32/7 1.3 17）。 

前回の CCGP（31）では、議題 6 で「CCGP

の掌握範囲の新たな・将来的な課題に関す

る討議文書」をもとに議論がなされ、議題

としての作業が行われることとなった。こ

れを踏まえてフランスが作成した討議文書

（CX/GP 20/32/7）では、WTO の SPS 協定

の他の参照機関である OIE や IPPC のほか

ISO や ILO などにおけるモニタリングにつ

いての議論 18と、コーデックスにおけるこ

れまでの議論と論点の整理が行われた。か

つてコーデックスでは「受諾（acceptance）」

という手続き 19があった。この「受諾」が

機能すればコーデックス規格の利活用が明

 
17 このセクションの番号は CX/GP 20/32/7
による。 
18 OIE や ISO では、採択された基準の国内

法への反映状況についての情報提供による

実施状況の把握を行っている。例えば、OIE
では pilot project for creating an Observatory 
on Implementation of OIE Standardsの取り組

みもある。また、IPPC では、2012 年に「基

準の実施に関する枠組み（the framework for 
standards and implementation）」を採択して

基準の利用についてのモニタリングのメカ

ニズムを設けた（CX/GP 20/32/7 2.2）。 
19 加盟国がコーデックスの基準が採択さ

れる際に、①full acceptance、acceptance with 
specific deviation、③ declaration of free 
distribution、④non-application のいずれかを

各国が宣言・表明することにより、基準の

普及を促進しようというもの 
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白となるはずだが、実際は加盟国がおこな

わず、2005 年の第 28 回コーデックス総会

で廃止された（CX/GP 20/32/7 3.1-3.2）。そ

の後、基準の利活用については、地域調整

委員会（RCCs）において 2016 年と 2019

年にアンケートによる実態調査が行われ、

議論された。その結果、一重に「利用」と

いっても qualitative な観点(どのように利用

されているのか)と quantitative の観点（基

準がどれだけ利用されているか）もあり、

また、MRL のように「利用（use）」が一目

瞭然なものもあれば、行動指針（code and 

practice）のように十分な検証をしないとど

う利用しているのかがわかりにくいものも

ある、さらには、現状を明らかにすること

でコーデックス規格からの逸脱が明らかに

なれば、貿易紛争の材料提供になってしま

う危惧もあるし、こうした調査自体かなり

の業務負担であることも指摘された。ほか

の国際機関でも様々な活動 20があることか

ら、それらとの重複を回避つつすすめるこ

とも重要とされた。 

2021 年の CGP(32)では、フランスの討議

文書に基づき報告が行われた（REP21/GP 

para.34）。議論では、OIE と ISO の取り組

みが紹介された（REP21/GP para.35）。また

 
20 FAO の FAOLEX（各国の食品・農業・自

然資源管理等に関する法規制、政策や合意

文書を集めたデータベース）、WTO が収集

する貿易上の懸念に関する情報、WTO・
United Nations Department for Economic and 
Social Affairs (UNDESA)・International Trade 
Centre (ITC)の 3 者で SPS と TBT の通報に

関する電子フォーラム ePing、FAO, OIE, 
WHO, 世銀, WTO の 5 者を中核としたフレ

ームワークである、the Standards and Trade 
Development Facility (STDF)等が挙げられ

る。 

上述の通り、この作業が、コーデックス戦

略プランのゴール３「目標３－コーデック

ス規格の認知と利活用による影響力の強

化」に関連することが指摘された

（REP21/GP para.36）。部会では、具体的に

実施する場合は様々なリソースが必要、デ

ータ提供においては様々な課題がある、コ

ーデックス規格を用いる利点についての認

識が行政担当者に欠失している、他の国際

機関の関連活動を考慮・重複の回避すべき、

「利用（use）」の定義の必要性、更なるケ

ーススタディの実施（例えば議題３で紹介

された FAO のコメ中のコーデックス残留

農薬基準値（MRLs）の国際的なハーモナ

イゼーションに関する調査）で検討すべき

等が議論された（REP21/GP para.37,39）。 

また、そもそも論として、このテーマが

CCGP の ToR に合致しているのか、むしろ

執行委員会で議論すべきなのではないかと

いう意見、反対に CCGP の ToR は CAC か

ら付託された一般的な事項を考慮すること

であり CCGP で議論したほうが多くの参加

者の参画を得て議論ができるので良いとの

議論もあった（（REP21/GP para.38）。 

以上の議論は、執行委員会の戦略計画小

委員会と総会に報告し、諮ることとなった。 

 

（６）議題８SDGs の文脈でコーデック

スの活動をモニタリングすることについ

て 

本件も継続案件であり、まずこれまでの
経緯について令和元年度の筆者の報告書を

もとに整理する。 
第 70 回国連総会（2015）で SDGs が採

択されて以降、コーデックスの SDGs への

貢献のありかたについては、執行委員会で



355 
 

議論され（CCEXEC(72)、 CCXEC(73)、
CCEXEC(74)）、その結果 2019 年に採択さ

れたコーデックスの戦略計画

（REP19/EXEC2, Appendix II）では、

Drivers for changeの項目の中でSDGs（目

標２、３、１２，１７） 21にどうコーデッ

クス規格が貢献できるかが記されている

（CX/GP 20/32/8 2.8）。2030Agenda の

SDGs 22は国連組織、加盟国の責務であり、

その達成に向けてどれだけ貢献しているか

を、コーデックスも加盟国も説明する必要

がある。コーデックスは食品安全にかかわ

る基準策定等を通じて SDGs の実現に貢献

しているものの、そのパフォーマンスをわ

かりやすく説明できるかも課題とされいた

（CX/GP 20/32/8 3.6）。 
前回の CCGP(31)では、コーデックスが

取り組むべき将来課題の議題のなかで議論

され、①客観的に SDGs を達成する上での

関連する指標をコーデックスで策定するこ

との検討 23、②コーデックスで加盟国のデ

ータを集約する、の 2 点の提案が提示され

た（CX/GP 20/32/8 2.6）。 

 
21 SDGs の内容はそれぞれ以下－to ensuring 
sustainable food production and supply systems 
(Goal 2), to combating food safety-related diseases, 
both communicable and non-communicable (Goal 
3), to supporting safe preservation and appropriate 
consumption of food (Goal 12), and to promoting a 
multilateral trading system by developing 
standards considered by the WTO as the reference 
for the safety and quality of food traded 
internationally (Goal 17). 
22 2017 年に採択された 232 の指標につい

てのデータの集約は国連機関の責任となっ

ている。 
23 戦略計画では、SDGs の指標と異なるコー

デックス独自の指標枠組みを設定している

が、双方に関連する指標（例えば 4.3）も

ある（3.3）。 

2021 年の CCGP(32)では、フランスの討

議文書に基づき議論した。コーデックス事

務局は、国連の ECOSOC の下部組織とし

て設置された、持続的可能に関するハイレ

ベル政治フォーラム the High-level 
Political Forum on Sustainable 
Development (HLPF) 24に対して 2018 年

から毎年報告していること、また、「コーデ

ックスと SDGs（Codex and the SDGs）」25

が作成されたことが紹介された

（REP21/GP para.41）。ISO からは ISO
の SDGs への取り組みとして、

Contributing to the UN Sustainable 
Development Goals with ISO standards 

の冊子 26が紹介された（REP21/GP 
para.42）。 

この課題自体については一般的な支持が

あった（REP21/GP para.43）。一方で、この

課題は総会でも議論されていること、また、

2030 アジェンダとコーデックスの関連性

は執行委員会が議論していること、さらに

 
24 HLPF は、加盟国が自主的に提出する

Voluntary National Reviews (VNRs)等を踏

まえて、SDGs の進展状況を監視している

(CX/GP 20/32/8 1.6、1.7)。HLPF は 4 年ご

とに進捗を検討する SDG サミットを UNGA
で開催する。2019 年の第 74 回総会の報告書

は以下。

https://sustainabledevelopment.un.org/con
tent/documents/24797GSDR_report_2019.
pdf  
25 
http://www.fao.org/3/cb0222en/cb0222en.pdf 
26 Contributing to the UN Sustainable 
Development Goals with ISO standards 
https://www.iso.org/publication/PUB100429.h
tml 
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は、CCGP はこの作業の付託をされていな

いと指摘する意見もあった（REP21/GP 

para.44）。 

次回の CCGP(33)は 2022 年後半、フラン

スで実施されることとなっている。 

 
C.D.2 リスクコミュニケーションとネッ

トワーク構築 

本年度は、2020 年 11 月 27 日に、本研究

班主催、厚生労働省、東京大学未来ビジョ

ン研究センターの共催で、「食品安全確保の

強化を目指して－WHO の食品安全決議を

ふまえた日本の取り組み」をオンラインで

開催した（当日の発表者の資料は、添付資

料 コーデックスイベント関係配布資料を

参照）。なお、本シンポジウムの内容につい

ては、東京大学未来ビジョン研究センター

のウェブサイトに開催報告を公開する 27と

ともに、本報告書をもとに食品衛生研究に

も一般向けに要約して掲載し、広く周知し

た 28。 

具体的な進行は以下の通りである。全体

の司会は松尾真紀子（東京大学 公共政策大

学院）により進めた。はじめに、本研究班

代表の渡邉敬浩氏（国立医薬品食品衛生研

究所 安全情報部 第一室長）より開会挨拶

を行った後、第一部の冒頭では、山本尚子

氏（WHO の事務局長補, Universal Health 

Coverage / Healthier Populations Division）か

ら WHO における Food Safety に関する取り

 
27 https://ifi.u-tokyo.ac.jp/event/8187/ 
28 松尾真紀子 扇屋りん 渡邉敬浩（2021）
「シンポジウム開催報告 食品安全確保の

強化を目指して―WHO の食品安全決議を

ふまえた日本の取り組み」『食品衛生研究』
Vol.71, No.4, pp.33-40 

組みと日本への期待が述べられ、その後、

山本ライン氏 (WHO の Universal Health 

Coverage / Healthier Populations Division 

Department of Nutrition and Food Safety)より

食品安全決議の具体的内容についての基調

講演をいただいた。第二部では、この食品

安全決議の採択に先立ち、本研究班が追加

的に実施した研究課題を紹介した。まず、

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食

品安全企画課国際食品室の扇屋りん室長が

研究課題の背景について紹介した後、豊福

肇教授（山口大学）より食品分野における

新技術について、熊谷優子教授（和洋女子

大学）より食品に起因する疾病の負荷推計

について、太田亜里美准教授（新潟県立大

学）より高齢者の「健康な食へのアクセス」

に関連する要因について、それぞれ研究報

告をしていただいた。当日は約 170 名の参

加があった。 

以下、シンポジウムの概要について紹介

する。なお、発表者の各報告・発言は各発

表者の個人的な見解としてなされたもので

ある。また、本報告は当日の上記発表者に

よる発表・発言を筆者の理解に基づき整理

したものである。 

 第一部では、WHO の取り組みと日本へ

の期待、および、WHO で採択された食品

安全決議についての基調講演がなされた。 
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① 山 本 尚 子 （ WHO 事 務 局 長 補 , 

Universal Health Coverage / 

Healthier Populations Division ） 

「WHO における Food safety に関す

る取り組みと日本への期待」 

山本尚子氏は 1985 年に旧厚生省に入省

後、国連日本代表部参事官や厚労省の総括

審議官を歴任し、現在 WHO の事務局長補

として、疾病予防、健康づくり、栄養、食

品衛生など様々な問題を担当している。 
講演では、まず初めに、いかに食の安全

が人々の健康に影響を及ぼしているかにつ

いて紹介された。世界では毎年 10 人に一人

は食品由来の疾病にかかるとされ、その影

響は特に 5 歳未満の子供に大きく、42 万人

の子供達が食品由来の病気で毎年亡くなっ

ている。これに対して、WHO は様々な取

り組みをしている。例えば、INFOSAN 29と

いったグローバルなネットワークを用いて

食品安全に関わる事象のモニタリングをす

ることにより、早期発見、予防、対応を行

っている。また、人畜共通の感染症への対

応、食品汚染のモニタリングのための

GEMS 30等の活動も行っている。さらに

WHO の重要な機能として、科学的な根拠

やデータに基づく基準・ガイドイランの策

 
29 the FAO/WHO International Food Safety 
Authorities Network (INFOSAN) 。2004 年に

FAO と WHO により設置された国際食品安

全当局ネットワーク。 
https://www.who.int/activities/responding-to-f
ood-safety-emergencies-infosan 
30 the Global Environment Monitoring System 
- Food Contamination Monitoring and 
Assessment Programme。地球環境モニタリ

ングシステム／食品汚染モニタリング

（GEMS/Food）プログラム。
https://extranet.who.int/gemsfood/ 

定、それらの利活用に関するガバナンスお

よび財政制度の研究、特に低所得国、中所

得国の能力開発の推進、多様な関係機関と

の協力などが展開されている。   

WHO では食品安全対策において、3 つの

課題に取り組んでいる。一つは、WHO の

「栄養・食品安全戦略」である。二つ目は、

Healthier Population 3rd Billion 構想で、食品

安全指標の開発を含め SDGs や WHO 中期

行動計画（GPW13）等への貢献を高める取

り組みを行っている。三つ目は、WHO の

中核である科学的な助言等の「規範的な役

割」の強化である。 

次に、 特に 現在 ・ あるい はポ スト

COVID-19 において、食の安全が持つ意味

について述べられた。食の問題は、現在我々

が直面している様々な課題や取り組むべき

分野－人の健康（食の安全・栄養）、グロー

バルセキュリティ（新興感染症やそれへの

対応）、そして地球全体としてのエコシステ

ム（持続可能なシステム、様々なセクター）

と、密接に連関しているため、こうした問

題群のなかで「食の安全」をどのように位

置づけていくかは大事なテーマと指摘され

た。昨今しばしば論じられる、いわゆる「ワ

ンヘルス・アプローチ」は、人、動物、環

境のインターフェースや、それらの関係性

をどう考えるかを問うていて、そこでも食

の安全は重要となる。また、こうした検討

のベースとして重要なのは、サイエンス、

データ、戦略、イノベーションである。そ

して食品の安全にかかわるこうした活動は、

国連が掲げている「国連持続可能な開発目

標（SDGs）」の実現に大きく貢献すると指

摘した。 

最後に、日本への期待が述べられた。ま
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ず、上記で論じられたように、食の安全は

単なる健康の問題にとどまらず、セキュリ

ティや持続可能な開発等様々な観点からも

重要な課題であると指摘された。そのうえ

で、日本の科学的知見、技術、人材、現場

力等を活用することで、以下の課題につい

て取り組んでほしいとの期待が述べられた

－①食品安全を支える制度 についての経

験の共有・支援、②科学的データ、エビデ

ンスの蓄積・共有、③国際的規範・基準・

戦略作りへの参画、④ワンヘルス・アプロ

ーチの取り組みにおける日本の知恵や哲学

の提示、⑤国際的新興感染症、健康被害の

モニタリング・評価への参画、⑥AMR への

取り組みの推進、⑦イノベーションへの貢

献、そして、⑧グローバルな政治的 ・科学

的取り組みへのリーダーシップの発揮、で

ある。 

 

② 基 調 講 演 ： 山 本 ラ イ ン (WHO 

Universal Health Coverage / 

Healthier Populations  Division 

Department of Nutrition and Food 

Safety)「WHO Food Safety Resolution

の概要」 

 山本ライン氏は、2006 年に農水省に入省

後、Codex 事務局での勤務等を経て 2019 年

より現職。現在、WHO で非感染性疾患、

疾患予防のための健康的な食事に関する科

学ガイダンスや国際的な枠組みの策定など

に携わっている。 

 講演では、まず、WHO の最高意思決定

機関である WHA（世界保健総会）で加盟

国により採択された決議の位置づけと、食

品安全決議にかかわるこれまでの経緯につ

いて述べられた。WHA 決議は原則的には

法的拘束力はないが、加盟国の意思とコミ

ットメントを表すという意味で非常に重要

であるとされる。これまで過去 2 回食品安

全に関する WHA の決議が採択されており

（WHA 決議 53.15 (2000 年)、WHA 決議 63.3 

(2010 年)）、それぞれの決議の採択後に、戦

略が採択されている 31。 

新たな WHA 決議の採択と戦略の策定が

求められた背景には、前回の WHA 決議か

ら 10 年が経過したこと、また、現在の戦略

が 2022 年に終了することに加えて、従来か

らの低中所得国における食品安全システム

の構築といった課題や、現在我々が直面し

ている COVID-19 をはじめ、気候変動、持

続可能な食品システム、食品媒介 AMR、食

品詐欺、食品オンライン販売、新規技術、

イノベーションといった新たな課題群への

対応が挙げられている。何より、これまで

の戦略は主眼が WHO にあったことから、

WHO の対応のみならず、加盟国に主眼を

置いた戦略作りが求められているというこ

とも指摘された。 

また、近年、食の問題は政治的にハイレ

ベルな問題として取り上げられるようにな

ってきたことも指摘された。特に 2019 年は

WHO、FAO、WTO と AU の 4 機関の共催

による国際食品安全フォーラムが、アディ

スアベバとジュネーブで 2 回開催され、食

の問題が非常に活発に議論された。また、

2019 年 6 月 7 日に史上初の世界食品安全の

 
31 食品安全のための WHO グローバルスト

ラテジー「さらなる健康のためのより安全

な食品（Safer food for better health）」が 2002
年に WHO 執行理事会で承認。 
食品媒介人獣共通感染症を含む食品安全の

ための WHO 戦略的プラン（ 2013-2022 ）
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日が祝われ、続く 2020 年の世界食品安全の

日にも「Food Safety is Everyone’s Business」

というメッセージが繰り返し呼びかけられ

た。新たな食品安全決議「食品安全の取り

組み強化」（WHA73.5）32はこうした経緯を

経て、EU や日本を中心とする 38 か国の連

名で決議案が提出され、2020 年の 7 月の総

会で採択された。 

食品安全決議は、前文に続き、加盟国が

努めるべきことと、WHO が努めるべきこ

と、の 3 部構成となっている。まず、加盟

国が努めるべきこととしては、以下の点が

挙げられた。①食品安全への政治的コミッ

トメントの継続、②食品安全システムのイ

ンフラ整備、リソースの投資、③科学的根

拠と科学的アドバイスに基づく新しい技術

を考慮に入れた政策立案、④すべての人々

の安全で栄養価の高い食への持続的アクセ

ス、⑤関連するセクターすべてにおける横

断的取り組み、ワンヘルス・アプローチの

適用、⑥食品由来の AMR への対応（国内、

国際（Codex AMR タスクフォース））、⑦

Codex の活動への積極的参加・支援、Codex

基準の利用促進、⑧科学的な情報やデータ

の共有・利活用を促進（モニタリング、

INFOSAN）、⑨食品事業者の食品安全キャ

パシティのさらなる向上、サプライチェー

ンへの民間投資、⑩学校教育・消費者啓蒙・

意識向上、である。 

そして、WHO が努めるべきこととして

は以下の点が挙げられた。①食品安全に関

する WHO のグローバルストラテジーを更

 
を策定。 
32 Strengthening efforts on food safety 
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA
73/A73_R5-en.pdf 

新(2022 年の総会で報告する)、②2025 年ま

でに食品に起因する疾病の負荷（グローバ

ル）に関する報告を更新（2015 年に実施し

た報告からさらにハザードの対象を追加す

る）、③WHO 予算における Codex への拠出

金の増加、④Codex 基準の利用促進と加盟

国の食品安全に関する政策立案をサポート、

⑤INFOSAN の利用促進とトレーニング実

施、⑥加盟国への技術的支援、⑦食品安全

インフラの整備、新しい技術、およびフー

ドチェーンに沿った新たなリスクに対する

WHO のリーダーシップの発揮。 

食品安全決議を踏まえて今後策定する予

定の「食品安全戦略」についても紹介され

た。詳細はこれから専門家グループを設置

して議論することとなるが、このストラテ

ジーが加盟国にとっては道しるべとなり、

食品安全分野における優先順位付けや制度

構築を通じて、安全で健康な食べ物の普及

により世界的な疾病負荷を減じ、SDGs へ

の貢献を目指すものであるとされた。 

また、前回の二つの決議との違いについ

ても説明がなされた。第一に加盟国に主眼

を置いたことにある。これは、これまでの

ストラテジーは WHO が何をすべきかとい

うことに焦点が当たっていて加盟国の取り

組みが十分でなかったという反省による。

第二に、従来からの課題への対応に加えて、

新たな課題への対応も追加された。第三に、

測定・追跡可能な食品安全の指標を策定す

る。第四に、FAO、OIE、WTO 等、関連す

る国際機関、国際的な取り組みとの国際調

和の促進が挙げられた。例えば現在、

COVID-19 の状況を踏まえて、生きた動物

を扱う市場、いわゆるウェットマーケット

に関するガイダンスを WHO、FAO、OIE の
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三機関で策定しているが、国際機関ごとに

異なる視点を乗り越えた、マルチセクター

かつ、ワンヘルスの観点での検討が課題と

なっているという具体的な話もあった。 

さらに食品安全決議の採択後、WHO の

内部で状況分析をした結果、5 つの優先分

野案を特定したことが紹介された。それら

は、①国の食品安全管理システムの強化、

②新しいリスクへの対応・新しい機会の活

用、③データ、科学、最新の食品安全情報

の強化、④利害関係者間の責任の共有、⑤

国内および国際的な安全な食品貿易の促進、

である。今後、これらの分野における目的

や対策の検討を実施していくこととなる。

具体的なストラテジーのプロセスは 3 段階

となっている。2020 年下半期の第一フェー

ズでは、新たな専門家グループ（TAG）の

設置、ロードマップとタイムライン、コン

セプトノートを作る。2021 年前半の第二フ

ェーズでは、加盟国等との協議を通じたド

ラフトの作成をする。そして第三フェーズ

では、WHO の 6 つの地域委員会と執行理

事会での討議を経て、2022 年の第 75 回

WHA において報告をするという流れであ

る、とされた。 

最後に、こうしたストラテジーにおいて

も重要となる 3 つの概念についての指摘が

あった。一つ目は人の健康、動物の健康、

生態系の影響を統合的・分野横断的にみる

「ワンヘルス・アプローチ」。二つ目は「農

場から食卓まで」という「フードチェーン

アプローチ」。そして三つめは、「フードシ

ステムズアプローチ」である。これは、食

に直接的にかかわるサプライチェーンにと

どまらず、広義の環境、消費者個人の様々

な要素（経済的状況や価値観、おかれた環

境等）、消費者の行動など多様な要素をシス

テムとしてとらえるものであり、包括的な

視点から食品安全の問題に取り組むことが

重要であることが強調された。 

 

第 1 部では、上記二つの講演後に両氏へ

の質疑を行った。まず、コーデックスの予

算の確保上の課題についての質問があり、

山本尚子氏より、WHO の予算構造の仕組

みの説明がなされた。WHO では義務的拠

出金（AC）と任意拠出金（VC）があるが、

WHO の AC が全体に占める比率は 25％以

下である。安定的な財源の確保をする上で

は、AC を食品安全に充てることが重要で

あるものの、WHO が取り組まなければな

らない問題は食品安全に限られず、多様な

問題群のなかでどのように配分するかは非

常に難しい課題とされた。しかし、WHO

としてもきちんとした成果を出して政治的

にもアピールし、加盟国がそうしたことへ

の支持をしていくことが重要とされた。ま

た、途上国への支援という意味では FAO・

WHO によるコーデックストラストファン

ドがあることも紹介された。その他、モニ

タリングや食品安全の指標をどのように策

定していくのか、という質問があった。山

本ライン氏からは、これらの指標は、おそ

らく今後の食品由来の疾病負荷や今後の

GPW14 に取り込まれていくことが指摘さ

れた。コーデックス規格の順守の強化・モ

ニタリングに関しては各国の食品安全シス

テムの強化が重要であり、昨年（2019 年）

刊行された FAO と WHO による Food 

Control System Assessment Tool 33を活用す

 
33 Food control system assessment tool - 
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ることも必要となるだろうとされた。さら

に、山本尚子氏からは、こうした指標の検

討においては科学的根拠や議論が必要であ

ることから、アカデミアの貢献や提案も必

要であるとの指摘もあった。さらにモニタ

リングについては、技術的能力開発の支援

はもちろん必要であるが、すでに技術的能

力を持っているにもかかわらず十分に順守

できていない国々もあるので、コーデック

ス規格が満たされるような文化的・政治的

土壌の醸成が消費者、企業、行政の間で必

要となるという点が指摘された。 

  
第二部の冒頭では、第一部で取り上げた

WHO の食品安全決議を念頭に本研究班が

昨年度追加的に研究実施した特別研究の背

景について、厚生労働省医薬・生活衛生局

生活衛生・食品安全企画課国際食品室の扇

屋りん室長から紹介された。なお、各研究

報告の詳細については、「令和元年度 厚生

労働行政推進調査事業費補助金 食品の安

全確保推進研究事業 国際食品規格策定プ

ロセスを踏まえた食品衛生規制の国際化戦

略に関する研究 総括・分担研究報告書」を

参照されたい。 

 
Introduction and glossary 
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca533
4en/ 

①豊福肇(山口大学)「Food Safety にお

ける新しい技術の研究」 34 

豊福氏からは、はじめに背景として、食

品安全決議では、WHO のグローバルスト

ラテジーの更新策定の際に、新たな技術や

食品安全システム強化のための革新的な戦

略を盛り込むように要請されたこと、およ

び加盟国における食品・農業に関する科学

および技術開発への理解促進が求められて

いることが述べられた。このような新技術

への理解が求められていることを踏まえて、

諸外国の食品安全行政における最新技術、

情報技術の利活用状況についての研究調査

を、外部調査機関への委託研究により実施

した。具体的には、技術を以下の 7 つの区

分、すなわち、①データベース、②データ

共有、③解析ツール、④管理システム、⑤

モバイルアプリ、⑥ブロックチェーン、⑦

食品安全に関する情報技術の利活用の提言

や紹介が行われた会議等に分けたうえで、

主要な国際組織や国の食品安全リスク管理

及びリスク評価機関を対象として調査した。

対象とした国際機関は、FAO と WHO、ま

た、国としては、米国（食品医薬品局(FDA)、

農務省（USDA））、カナダ（保健省（Health 

Canada）, カナダ食品安全検査局（CFIA））、

EU（欧州食品安全委員会（EFSA））、英国

（食品基準庁（FSA）、環境・食料・農村地

域省（DEFRA））、フランス（食品環境労働

衛生安全庁（ANSES））、ドイツ（ ドイツ連

 
34 本発表のベースは、「Food Safety におけ

る新しい技術の研究」『令和元年度 厚生労

働行政推進調査事業費補助金 食品の安全

確保推進研究事業 国際食品規格策定プロ

セスを踏まえた食品衛生規制の国際化戦略

に関する研究 総括・分担研究報告書』
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邦リスク評価研究所（BfR））、オランダ（国

立公衆衛生環境研究所（RIVM）と食品消

費者製品安全庁（NVWA））、ニュージーラ

ンド（第一次産業省（MPI）、豪州・ニュー

ジーランド食品基準機関（FSANZ）であっ

た。なお、情報技術としては、ブロックチ

ェーン、ビッグデータ、ホールゲノムシー

ケンス、官民の枠を超えたデータシェアリ

ング、AI・機械学習、IoT などを調査対象

として、官民連携の取り組みを重視したと

のことであった。 

データベースに関しては、EFSA の公募

によりドイツ BfR が実施しているグローバ

ルなサプライチェーンに伴う食品リスクを

ビッグデータで解析する取組などが紹介さ

れた。データ共有については、英国の

DEFRA が AgriTech の枠組みの中で食品サ

プライチェーンの組織を取りまとめるデー

タセンターの事例等がある。解析ツールと

しては、EU とマンチェスター大によるア

レルギーのリスク評価・管理ツールや、カ

ナダの CFIA による“施設が消費者にもた

らすリスク評価モデル”の構築のための過

程や食品施設ごとのデータ収集などの取り

組みが紹介された。管理システムについて

は、CFIA の Digital First Tools and Services、

英国の FSA による多様なデータソース・サ

イエンスを活用して公衆衛生リスクを特定

するダッシュボードの取り組みなどがある

とされた。 

こうした新たな技術に関連する会議も多

数開催されていたが、そのうち、FDA が

2019年 10月に開催した「New Era of Smarter 

Food Safety」と称した Public Meeting の概

 
pp.401-461 を参照のこと。 

要が紹介された。同会議では、①技術で可

能となるトレーサビリティとアウトブレイ

クへの対応、②Smarter Tools and Approaches 

for Prevention、③New Business Models and 

Retail Modernization（食品のネット通販、

宅配等を含む）、④食品安全文化（Food 

Safety Culture）について取り上げられた。

とりわけトレーサビリティは食品安全強化

法（FSMA）でも生鮮野菜類に義務付ける

とされており、多様なデータの相互運用を

可能とするシステムの構築が進展していく

ことが期待される。FDA では、元大手スー

パーマーケットの業界関係者がトップにい

ることから、デジタル化、新たな技術の導

入に積極的であり、また官民連携が活発に

展開されていることが論じられた。 

最後に今後注視していくべき新たな技術

として、①アウトブレイク対応のためのト

レーサビリティの確立、②AI による書類審

査のスクリーニング、③フードチェーンの

様々な段階におけるデータ共有におけるブ

ロックチェーン技術の活用、④現在のコロ

ナ禍で進展すると思われる遠隔での監査

（リモートオーディット）⑤官民でのビッ

グデータの利活用や共有、⑥全ゲノムシー

ケンスに関する国家間のデータの共有、が

挙げられるとした。 
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②熊谷優子 (和洋女子大学)「食品に起

因する疾病の負荷推計に関する研究」 35 

 熊谷氏からは日本における食品由来の疾

病負荷に関する研究結果についての報告が

なされた。今回採択された食品安全決議で

は、WHO が努めるべきこととして、「2025

年までに、食品に起因した疾病による健康

被害を定量化した Global burden of food 

borne disease の報告書を発表する」という

項目がある。これは、WHO が 2006 年に食

品由来疾病の世界的推計イニシアチブを立

ち上げ 、食品由来疾病による実被害患者数、

死亡者数、食品由 来疾病の疾病負荷

（DALYs）を推計し、2010 年の食品由来疾

病の世界的負荷を 6 億人の患者、42 万人の

死亡者と 3,300 万 DALYs であったと報告

（2015 年）したことのアップデートを目的

としている。こうした WHO の取り組みに

対して、日本がどのように貢献できるかを

検討したことが述べられた。 

 まず、WHO の「世界規模の疾病負荷研

究」についての取り組みが紹介された。2019

年の 204 の国や地域における世界の疾病負

担研究の研究成果は、ランセット誌に掲載

された（Vol. 396 Oct 17, 2020）。このような

ＷＨＯの取り組みに対して厚労省は研究班

を設置し対応している。世界疾病負荷研究

は、主要なリスク要素へのばく露とその健

康への影響の定量化をすることで、包括的

な評価の標準化を目的としていて、疾病負

 
35 本発表のベースは、「食品を原因とする

疾病の減少効果推計」『令和元年度 厚生労

働行政推進調査事業費補助金 食品の安全

確保推進研究事業 国際食品規格策定プロ

セスを踏まえた食品衛生規制の国際化戦略

に関する研究 総括・分担研究報告書』

荷の指標は、健康状態や格差、介入効果の

定量化や比較などを可能とするものである

と紹介された。また、世界規模の疾病負荷

研究において疾病負荷の指標値として用い

られている DALYs について説明がなされ

た。DALYs は死亡と障害に関して、実際の

健康状態と目標とする健康状態の乖離を時

間を共通の単位として計算する疾病負荷の

指標である。具体的には、死亡が早まるこ

とによって失われた年数（YLL）と、人々

の健康状態に生じた疾病等による障害によ

って失われた年数（YLD）のを足し合わせ

たものとされた。１DALY は健康な 1 年の

損失と考えることができるとされた。こう

した DALY を推計するには、性別、年齢、

疾病別の死亡者数、疾病罹患者数、罹患率、

各疾病の重みづけデータなど、多様なデー

タが必要となる。世界疾病負荷推計におけ

る下痢症疾患の疾病負荷は、米国ワシント

ン大学保健指標評価研究所 IHME のウェブ

サイトによれば、2019 年の世界の疾病負荷

ランキングで、下痢性疾患は全体の第 3 位

で 10 万人当たり 1045DALYs と推計されて

いる。下痢性疾患の要因は色々とあり、そ

の一部が食品由来と考えられるとされた。 

次に、日本での食品由来の疾病の疾病負

荷推計の取り組みが紹介された。食品由来

疾病の疾病負荷の DALYs を示すには、食

品由来疾病の実被害患者数が必要となる。

しかし、発生している患者数のすべての情

報を得ることは現実的には困難である。諸

外国でも食品由来疾病の実被害患者の推計

から食品由来の疾病による健康被害を導出

する研究があるが、実被害患者の推計は、

 
pp.393-400 を参照のこと。 
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例えば、オランダでは SENSOR、NIVEL と

いうコホート研究の結果をもとに人口や年

齢構成の変化、アウトブレイクの調査報告

を考慮して行われている。日本では、食品

衛生法で都道府県からの報告を受けて食中

毒統計が作成されるが、散発的に発生した

ものは報告されないので食品による健康被

害のすべてをカバーできていない。また、

感染症予防法に基づく情報では、報告義務

が課されているのが三類感染症（腸管出血

性大腸菌感染症、赤痢、腸チフス、パラチ

フス）に限られているため食品由来の健康

被害の病原菌が全て対象となっているわけ

ではない。このように法律ベースのデータ

では限界があるので、研究ベースで実被害

患者数を推計する必要がある。具体的には、

複数の臨床検査機関の協力を得て特定の疾

病による実被害者患者数の推計を行ったこ

とが紹介された。こうして推計した実被害

患者数から、オランダの手法を参考に食品

由来の DALYs 推計し、2018 年の食品由来

のカンピロバクターによる DALYs の推計

結果は、YLD13,923(99.5%), YLL73(0.5%), 

13,997DALYs であった旨、報告された。食

品由来疾患の疾病負荷推計の研究成果の意

義としては、以下の 5 点が述べられた。①

食品由来の実被害を把握することで日本の

疫学的な基盤強化への貢献、②死亡数や患

者数のみで は な く 、 疾 病 負 荷 (disease 

burden)という概念での健康被害の検証を

可能とする、③対費用効果分析により施策

効果の測定が可能となり、一つの政策指標

としての活用が期待される、④リスクコミ

ュニケーションなどで施策の効果を示す一

つの指標としての活用が期待される、⑤国

際的な保健衛生行政への貢献が期待される。 

 最後に、WHO の食品安全に関する取り

組みに対して日本がどのように貢献できる

かを検討した結果が紹介された。冒頭で論

じたように、今回の決議を踏まえ、現在

WHO では食品安全システム改善に向け、

食品由来の疾病による健康被害を定量化し

て、2025 年までに報告書にまとめるとして

いる。厚労省が WHO の担当者とともにア

ジア各国の政策担当者に研修などで働きか

ける際にこの研究が活用できることが指摘

された。また、そうした研修会を通してア

ジア各国の食品安全関係機関とのネットワ

ークを構築することで、アジアにおける食

品の安全確保を図る体制強化に寄与できる

との期待が述べられた。 

 

③太田亜里美(新潟県立大学)「高齢者の

『健康的な食へのアクセス』に関連する

要因の検討」 36 

 太田氏からは、まず今回の食品安全決議

は、2030 年までに達成すべき SDGs の目標

を踏まえて、大きな概念の変化があったこ

とが指摘された。具体的には、SDGs の目

標２（飢餓の撲滅と食糧安全保障及び栄養

改善の実現）、目標３（あらゆる年齢のすべ

ての人々の健康的な生活の確保）、さらに、

すべての国民に安全で十分に影響かがある

食が入手可能な価格でアクセスできるよう

にするということが盛り込まれ、従来なか

った、「アクセス」や「入手可能な価格」と

 
36 本発表のベースは、「高齢者の『健康な

食へのアクセス』に関連する要因の検討」

『令和元年度 厚生労働行政推進調査事業

費補助金 食品の安全確保推進研究事業 国
際食品規格策定プロセスを踏まえた食品衛

生規制の国際化戦略に関する研究 総括・分
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いった新たなキーワードが謳われるように

なった。 

そこで、日本における地域の高齢者の「健

康的な食へのアクセス」の現状を調査し、

性別、年齢、所得、教育など社会的経済状

況、地理的環境等、健康的な食品確保への

影響や原因等を把握し、それらへの対策を

策定する際に参考となる知見を得ることを

目的として研究を行ったことが述べられた。

具体的には、2016 年に新潟市で行った介護

の必要のない 65歳以上の高齢者 1万人を対

象としたアンケート調査から分析した 37。

健康な食の指標としては、高齢者調査で用

いられる「食品摂取の多様性スコア」を使

用した。これは 10 食品（魚、肉、卵、大豆、

牛乳・乳製品、緑黄色野菜、海藻類、イモ

類、果物、油を使った料理）を対象にほぼ

毎日食べる場合は 1 点、そうでない場合は

0 点として合計 10 点で対象者の多様性スコ

アの分布を調査するものである。多様性が

少ない群（0～2 点）は約 3 割、多様性が中

程度（3～5 点）は約 4 割、多様性が高い群

（6 から 10 点）も約 3 割であった。また、

多様性のある食の摂取に関わる要因として

は、個人レベルでは、性別、年齢、所得、

教育、家族歴、活動レベル、鬱、歯、喫煙

等が関連していると言われている。周りの

 
担研究報告書』pp.462-471 を参照のこと。 
37 1 万人の高齢者に対して、郵送式のアン

ケートを実施。有効回答率 65%、平均年齢

74.9 歳。また、地理情報システム（ソフト

ウェア）を使い、2016 年、新潟市のスーパ

ー、コンビニ等食料品店の住所データから

中学校区別に食料品店舗数を抽出。新潟市

の 56 中学校区のうち、今回は店舗なしの 9
中学校区と、店舗 1 店以上の 47 中学校区で

比較を行った。 

環境、例えばソーシャルサポート、移動手

段、友人の有無なども関係する。さらに、

地域環境として食料品店の数も左右するこ

とが指摘された。 

これらを踏まえて、食の多様性と、食の

摂取にかかわる要因の関係性を分析した結

果が述べられた。「食へのアクセス」に関連

する要因は、男女で違うことが示された。

女性は一人暮らしや、地域の店舗数の影響

を受けづらく、一人で行ける、運転をする、

と答えた群で食の多様性スコアは高かった。

女性は自分で行く手段があれば、アクセス

は可能であると考えられることが指摘され

た。一方、男性は店舗数の影響を受ける可

能性が高く、生鮮食料品店が近くにある、

と答えた群で食の多様性スコアは高かった。

追加の分析から男性の社会経済状況と食料

品店の認識は関連しており、食料品店があ

っても必ずしも「食へのアクセス」につな

がらない可能性も示された。また、男女と

もに「宅配を利用」している群では多様性

スコアが有意に高かった。こうしたことか

ら、低価格で、健康につながる食を直接届

ける宅配等のサービス利用の選択肢をつく

ることが、誰一人とりのこされない「食へ

のアクセス」の仕組みづくりにおいて重要

との認識が示された。日本の高齢者対策は

他のアジアの国々から注目を集めており、

今後こうした研究においてアジアの国々と

比較研究を行うことで、日本発の提言に結

びつけることが期待されるとした。 

最後に、昨今のコロナ流行という特異的

な状況下においては、フードセキュリティ、

食へのアクセスの問題が心配されることが

述べられた。社会経済状況の悪化、鬱傾向

の増大、身体活動レベル低下、歯の治療回
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数減少、外出制限、ソーシャルサポートや

友人とのつながりの低下、加工食品など保

存食の購入増加、また、海外などで流布し

ているとされる「コロナに効果ある食・サ

プリ」の広告、販売など、コロナによる様々

な影響が予想されるとした。特に、社会経

済状況の悪い国、地域等においては、個人

が最も影響を受けている可能性があり、現

状把握と対策が必要との指摘がなされた。 

 

第二部の終わりに、WHO の山本尚子氏

から第一部と第二部を通じた全体の総括と

コメントとして、以下の 4 つの点が論じら

れた。 

一つ目は、食品安全の問題を広く包括的

に展開していくうえでは、データ、サイエ

ンス、エビデンスの構築が重要であること

が改めて強調された。二点目は、安全で、

健康で、栄養価の高い食事をすべての人に

対して確保することの重要性が指摘された。

WHO ではテドロス事務局長のイニシアテ

ィブのもと、食品安全と栄養の部局を一つ

にしたが、これもこうした認識の反映であ

る。特に低所得国、中所得国など経済成長

の中にある国々においては、食の安全への

取り組みを模索しており、そうしたところ

への日本の経験への期待も高まっているこ

とが論じられた。三点目は、新しい技術の

導入についてである。今回のシンポジウム

で明らかになったように現在様々な技術が

存在するが、それらをいかに組み合わせて

最適化し、食の安全を確保に結びつけるか

が課題とした。また、その検討や実現にお

いては特に民間企業との連携協力も深める

必要があるとした。そして最後に、健康格

差の問題（Health Equity の問題）について

挙げられた。COVID-19 の影響により、様々

な格差－資源の格差、教育の格差、所得の

格差、機会の格差等－が世界的に拡大して

おり、社会に大きなひずみをもたらしてい

る。こうした中、「健康」は、様々な社会要

因を反映するため、ひとつの指標になると

いう重要な視点が示された。「健康」を指標

として据えることで、食の安全、人々の健

康、それを支える技術やデータといった、

様々な社会の仕組みが再考されるようにな

り、そうした活動が、持続可能で公平な社

会づくりに活かされることで、将来の大き

なビジョンに繋がる、として締めくくった。 

 

本研究班では、添付１の資料に掲げたよ

うに、コーデックスや国際的な食品安全に

かかわる課題に関するシンポジウムの企

画・開催等を通じた地道な活動を継続して

きた。本報告書でも紹介した通り、来年度

（2022）は、国連を挙げて「国連食料シス

テムサミット（UNFSS:UN Food System 

Summit）」の開催に向けて、国連機関・加

盟国における食品システム全体への認識も

高まる。関連して、コーデックスと SDGs

の関係も SDGs の達成に向けて問われる局

面も多くなっていくだろう。また、再来年

（2023）はコーデックス 60 周年を記念する

節目の年となり、コーデックスにおけるレ

ビューや今後の展開に関する重要なイベン

トが多く行われることが予想される。この

ため、今後とも国内外の情報共有や研究成

果の発信を通じた機運の向上にも寄与して

いきたい。 

 

E．研究発表   
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1. 論文発表 

松尾真紀子 扇屋りん 渡邉敬浩（2021）

「シンポジウム開催報告 食品安全確

保の強化を目指して―WHO の食品安

全決議をふまえた日本の取り組み」『食

品衛生研究』Vol.71, No.4, pp.33-40 

 

2. 学会発表 

なし 
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添付資料１．これまで厚生労働省の研究班が主催してきたコーデックスイベントの一覧 
 

（1）H25~28年度 
 

 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 
日時 2013 年 9 月 24 日（火） 13:00-16:00 小柴ホー

ル（東京大学本郷キャンパス内） 
2014 年 11 月 8 日（土） 9:30-12:30， 
東京大学小柴ホール 

2015 年 9 月 12 日（土）東京大学弥生講堂セイ

ホクギャラリー（東京大学農学部内) 
2017 年 3 月 14 日（火）東京大学本郷キャンパ

ス、弥生講堂セイホクギャラリー・東京大学農

学部内 
タイトル コーデックス委員会設立 50 周年国際シンポジ

ウム 国際食品規格の役割と日本−グローバル

社会における食品安全確保に向けて 38 

国際シンポジウム「食品安全規格の国際調和と

その課題―コーデックス委員会の役割」39 
国際シンポジウム『食品安全国際規格（コーデ

ックス委員会）のあり方— ヨーロッパの視点か

ら』40 

「食品安全に関するシンポジウム～リスク評価

の国際的な取組みの紹介」41 

主 催 ・ 後

援・協力 
【主催】 東京大学政策ビジョン研究センター、

厚生労働科学研究費補助金 食品の安全確保推

進研究事業「国際食品規格策定に係る効果的な

検討プロセスの開発に関する研究」 【後援】 農
林水産省 

本研究班主催、東京大学政策ビジョン研究セン

ター、公共政策大学院 
後援：農林水産省 

本研究班主催、東京大学政策ビジョン研究セン

ター、公共政策大学院の主催、農林水産省の後

援 

厚生労働省主催、食品安全委員会・農林水産省

共催、東京大学政策ビジョン研究センター協力

で、本研究班が協賛 

プ ロ グ ラ

ム 
司会進行 松尾 真紀子（東京大学公共政策大学

院・政策ビジョン研究センター特任研究員）  
開会挨拶 城山 英明（東京大学公共政策大学院

副院長・政策ビジョン研究センターセンター

長・教授）  
パート 1.  
基調講演 1 Dr. Stuart Slorach (OIE APFSWG；動物

食品安全性評価ワーキンググループ議長、コー

デックス委員会元議長)   
基調講演 2 宮城島 一明 (WHO 食品安全・人畜

共通感染症部長)   
パート 2.パネルディスカッション  
話題提供 朝倉 健司（農林水産省消費・安全局 
農産安全管理課長）  

全体司会進行：松尾 真紀子（東京大学） 
開会挨拶：豊福肇（山口大学） 
基調講演 
Ms. Annamaria Bruno（コーデックス事務局）

「Codex とは」  
辻山弥生（農林水産省調査官、コーデックス副

議長）「国際交渉と Codex の関係」 
Mr Pisan Pongsapitch（農業コモディティおよび

食品規格基準局執行委員会副長官）「タイにおけ

るコーデックス対応及び国内食品規格への適

用」 
各部会報告 
CCFA（コーデックス食品添加物部会）の動向 

阪本和広（農林水産省）  

司会進行：松尾真紀子（東京大学） 
開会挨拶豊福肇（山口大学） 
基調講演 1 「Codex activity in EU」Eva Maria 
Zamora Escribano 欧州委員会 保健衛生・食品安

全総局 
基 調 講 演  2 「 Codex and WTO, from EU 
perspective」Ella Strickland 欧州委員会 保健衛

生・食品安全総務総局 
基 調 講 演  3 「 Codex from international 
perspective」Jerome Lepeintre 在北京欧州連合代

表部 
 
パネルディスカッションモデレーター： 
 松尾真紀子（東京大学公共政策大学院、政策ビ

基調講演「FAO と WHO が合同で運営する専

門家会議の役割、日本への期待」WHO 食品安全

部 部長 宮城島 一明 
セッション 1-(b) 
特別講演：食品のリスク評価に関するFAO/WHO
合同専門家会議に参加して日本が貢献出来るこ

と 
食品安全委員会 委員 吉田 緑 
国立医薬品食品衛生研究所 食品添加物部 客員

研究員 河村 葉子 
東京農業大学 応用生物科学部 教授 五十君 
靜信 
国際食品安全コンサルタント  山田 友紀子 
1 

 
38 http://pari.u-tokyo.ac.jp/event/smp130924.html 
開催報告 http://pari.u-tokyo.ac.jp/event/smp130924_rep.html 
39 http://pari.u-tokyo.ac.jp/event/smp141108.html 
開催報告 http://pari.u-tokyo.ac.jp/event/smp141108_rep.html 
40 http://pari.u-tokyo.ac.jp/event/smp150912.html 
開催報告 http://pari.u-tokyo.ac.jp/event/smp150912_rep.html 
41 http://pari.u-tokyo.ac.jp/event/201703/tg/3932 

開催報告 松尾真紀子、小島三奈「開催報告 食品安全に関するシンポジウム～リスク評価の国際的な取組みの紹介～」『食品衛生研究』Vol. 67, No. 8, pp.25-31 

http://pari.u-tokyo.ac.jp/event/smp130924.html
http://pari.u-tokyo.ac.jp/event/smp130924_rep.html
http://pari.u-tokyo.ac.jp/event/smp141108.html
http://pari.u-tokyo.ac.jp/event/smp141108_rep.html
http://pari.u-tokyo.ac.jp/event/smp150912_rep.html
http://pari.u-tokyo.ac.jp/event/201703/tg/3932
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モデレーター 豊福 肇（山口大学共同獣医学部

病態制御学講座 教授）  
登壇者 Dr. Stuart Slorach  宮城島 一明 
 吉倉 廣（元コーデックス委員会副議長） 朝

倉 健司（農林水産省消費・安全局 農産安全管

理課長） 鬼武 一夫（日本生活共同組合連合会） 

門間 裕（（一財）食品産業センター 参与）   
閉会挨拶 里村 一成（京都大学医学研究科 健康

政策・国際保健学 准教授） 

CCFH（コーデックス食品衛生部会）の動向 豊

福肇（山口大学教授） 
パネルディスカッション 

ジョン研究センター特任研究員） 登壇者（敬称

略）： 
Eva Maria ZAMORA ESCRIBANO（基調講演者

１）  
Ella STRICKLAND（基調講演者２） 
Jerome Lepeintre（基調講演者３） 
 辻山弥生（農林水産省調査官、コーデックス副

議長） 
 豊福肇（山口大学 共同獣医学部教授） 

セッション 2 パネルディスカッション 
（コーディネーター） 国立医薬品食品衛生研究

所 所長 川西 徹 
 （パネリスト） 
・世界保健機関（WHO）食品安全部 部長 宮城

島 一明 
・東京農業大学 応用生物科学部 教授 五十君 
靜信 
・山口大学 教授 豊福 肇 
・食品安全委員会 委員 吉田 緑 
・国際食品安全コンサルタント 山田 友紀子 
・国立医薬品食品衛生研究所 食品添加物部 客
員研究員 河村 葉子 
・国立医薬品食品衛生研究所 安全性生物試験研

究センター 病理部 第一室長 梅村 隆志 
目的 国連の FAO（国連食糧農業機関）及び WHO（世

界保健機関）により設置された、国際食品規格

の策定機関であるコーデックス委員会は、今年

50 周年を迎えました。本シンポジウムはこれを

機に、コーデックス委員会のこれまでの活動を

振り返り、その功績を確認するとともに、食品

安全を取り巻く今後の国際環境を展望すること

で、我々がコーデックス委員会との関係のなか

で、直面する課題を特定し、さらに、それらへ

の対応を検討することを目的とします。現在

TPP 交渉等で、国際的貿易やそこにおける国際

基準への社会的関心が高まっておりますが、本

シンポジウムは、コーデックスにおける国際食

品規格の重要性について専門家だけでなく一般

消費者も含めて広く議論を共有することも大き

な目的です。 
基調講演とパネルディスカッションには、当分

野における大変著名な専門家をお招きできる運

びとなりました。スローラック氏はコーデック

スの元議長であり、在任中、コーデックスでは

初となる第三者評価を受けて、数々のコーデッ

クスの制度改革に尽力されました。また、宮城

島氏は、コーデックス事務局長、OIE の科学技

術部長及び事務局次長を歴任し、現在 WHO の

食品安全・人畜共通感染症部長を務めており、

この分野の実態における課題について深い経験

と知見をお持ちです。基調講演では、この両専

門家により、コーデックスのこれまでの功績と

今後の課題を展望するとともに、対応策、方向

食品安全の確保は重要課題である。食品がグロ

ーバルに流通し、輸入に依存する日本にとって、

国内の管理体制やアプローチが国際的にも整合

性をもつことは重要である。しかしながら、コ

ーデックス規格の内容についても、その作成過

程についても、広く認識されているとは言い難

い現状にある。そこで、本シンポジウムでは、

実際にコーデックスの現場において活躍する、

コーデックス事務局のアンナマリア・ブルーノ

氏や、本年コーデックス副議長に日本から選出

された辻山弥生氏等から、最新のコーデックス

における活動やその課題の現状について紹介し

てもらうことにより、コーデックスの認知度を

上げるとともに、日本にとってのコーデックス

の意義に関して広く一般に周知することを目的

とする。 

本シンポジウムは、日本にとってのコーデック

スへの取り組みの検討に資するよう、EU の食品

安全の担当者から、EU におけるコーデックスへ

の取り組み等を紹介してもらうことで、コーデ

ックスに関する理解を深めるとともに、議論を

共有する場を提供することを目的として開催し

た。背景には、コーデックスにおける交渉でも

重要なアクターである EU が、どのような視点

でコーデックスをとらえているのか、コーデッ

クス対応がどのように構築されているのか、を

理解することは、国際食品規格策定のプロセス

を理解する上でも、日本のコーデックス戦略を

考えるうえでも重要なためである。 

コーデックス委員会の策定する国際的な食品の

規格基準は、FAO と WHO が合同で運営する専

門家会議*によるリスク評価結果や勧告に基づ

いている。本専門家会議は、科学的中立性を求

められ、その決定事項は、各国の食品安全政策

に大きな影響を及ぼす重要なものである。 

本シンポジウムでは、これら専門家会議の事務

局の一翼を担う WHO から担当部長を招き、そ

の活動や目的を概説するとともに、これまで、

これらの専門家会議に参加経験のある諸氏を招

き、経験を共有する。参加者には、これらの専

門家会議の活動に参加することにより、間接的

に国際的な食品規格の策定に貢献できること、

本活動に対する日本人の積極的な貢献が求めら

れていることを知ってもらうことを目的とす

る。 
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性の示唆、問題提起をしていただきます。 
続くパネルディスカッションでは、まず、これ

まで長年にわたってコーデックス委員会に日本

政府代表団として参加されている朝倉農林水産

省消費・安全局農産安全管理課長から、日本政

府のコーデックス委員会へのこれまでの取組み

についてご説明いただきます。そして、日本の

コーデックス活動において様々な側面から尽力

されております有識者をお迎えして、コーデッ

クスの重要性を確認するとともに、日本がいか

にコーデックスと戦略的に向き合っていけばよ

いのか、短期的、長期的な視野で議論を行いま

す。 
特記事項 コーデックスのウェブサイトでも、本シンポジ

ウムについてコーデックス 50 周年を祝うサイ

トで紹介された 
リンク切れ。 

  
 

 
（２）H29年度～ 
 
 H29 年度 H30 年度 令和 2 年度 
日時 2018 年 3 月 9 日（金）東京大学本郷キャンパス  ダイワハ

ウス石橋信夫記念ホール 
2019 年 3 月 6 日（水）東京大学本郷キャンパス ダイワハウス石

橋信夫記念ホール 
 

2020 年 11 月 27 日（金）オンライン開催（会場から配信） 

タイトル 国際シンポジウム：コーデックス委員会の将来の展望と課題 
 （Future Prospects and Challenges in Codex Alimentarius）42 

シンポジウム：コーデックスにおける日本の貢献と今後の課題 
 

オンライン開催：食品安全確保の強化を目指して－WHO の食品安全

決議をふまえた日本の取り組み 
主催・後

援・協力 
【主催】厚生労働科学研究「国際食品規格策定プロセスを踏

まえた食品衛生規制の国際化戦略に関する研究」研究班（代

表：川西徹 国立医薬品食品衛生研究所長） 
【共催】厚生労働省 農林水産省 消費者庁 東京大学政策ビジ

ョン研究センター 

【主催】厚生労働科学研究「国際食品規格策定プロセスを踏まえ

た食品衛生規制の国際化戦略に関する研究」研究班（代表：渡邉

敬浩 国立医薬品衛生食品研究所安全情報部 第一室長） 
【共催】厚生労働省、東京大学政策ビジョン研究センター  

【主催】厚生労働科学研究「食品行政における国際整合性の確保と食

品分野の国際動向に関する研究」研究班（代表：渡邉敬浩 国立医薬

品食品衛生研究所安全情報部 第一室長） 
【共催】厚生労働省、東京大学未来ビジョン研究センター 

プログラ

ム 
司会進行：松尾 真紀子(東京大学）  
開会挨拶 川西徹(国立医薬品食品衛生研究所 所長）  
講演 1 コーデックスの今と未来 
Tom Heilandt（トム ハイランド）氏 コーデックス事務局長 
Guilherme Costa（ギリアム コスタ）氏 コーデックス委員会

全体司会：松尾真紀子(東京大学)  
開会挨拶 渡邉 敬浩（国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 
第一室長） 
講演 「コーデックスとは、日本への期待」 
宮城島一明（世界保健機関食品安全・人畜共通感染症部長） 

全体司会：松尾真紀子(東京大学)  
開会挨拶 渡邉 敬浩（国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 第一

室長） 
WHO における Food safety に関する取り組みと日本への期待 
山本尚子, WHO ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ／健康づくり担

 
42 http://pari.u-tokyo.ac.jp/events/201803/pari/event-8704/ 

開催報告 http://pari.u-tokyo.ac.jp/events/201803/pari/event-8704/report-10182/ 
開催報告 松尾真紀子、小島三奈「開催報告 国際シンポジウム～コーデックス委員会の将来の展望と課題～」『食品衛生研究』Vol. 68, No.10, pp.31-37 

 

http://pari.u-tokyo.ac.jp/events/201803/pari/event-8704/
http://pari.u-tokyo.ac.jp/events/201803/pari/event-8704/report-10182/
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議長 
講演 2 食品輸出入検査・認証制度部会のこれまでの活動と

今後の展望 
Fran Freeman（フラン フリーマン）氏 豪州農務省、コーデ

ックス食品輸出入検査・認証制度部会新議長 
講演 3 食品表示部会のこれまでの活動と今後の展望 
Paul Mayers（ポール メイヤーズ）氏 カナダ食品検査庁、

コーデックス食品表示部会前議長 
総括及び閉会挨拶 
豊福 肇氏 山口大学共同獣医学部（研究班研究分担者） 

講演 「コーデックスへの日本の貢献、次世代への期待」 
吉倉 廣（厚生労働省医薬・生活衛生局参与） 
パネルディスカッション 
冒頭講演 ジェームス・マリアンスキー（元米国食品医薬品局 バ

イオテクノロジー・コーディネーター） 
パネル：ジェームス・マリアンスキー、宮城島一明（世界保健機

関）、吉倉 廣（厚生労働省）、豊福 肇（山口大学） 
ファシリテーション：松尾真紀子（東京大学） 
総括及び閉会挨拶 原田 英治（厚生労働省医薬・生活衛生局生

活衛生・食品安全企画課 国際食品室長） 

当事務局長補 
基調講演：WHO の Food Safety Resolution の概要 
山本ライン, WHO ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ／健康づくり

局、栄養・食品安全部サイエンティスト 
WHO 決議をふまえた厚労省の取り組み 
扇屋りん, 厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全企画課 
国際食品室長 
Food Safety における新しい技術の研究 
豊福 肇, 山口大学 共同獣医学部 教授 
食品に起因する疾病の負荷推計に関する研究 
熊谷優子, 和洋女子大学家政学部 健康栄養学科 教授 
高齢者の『健康な食へのアクセス』に関連する要因の検討 
太田亜里美, 新潟県立大学 人間生活学部 健康栄養学科 准教授 
山本尚子 WHO 事務局長補からのコメント 
閉会挨拶 渡邉敬浩, 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 第一

室室長 
目的 厚生労働省・農林水産省・消費者庁は、厚生労働科学研究「国

際食品規格策定プロセスを踏まえた食品衛生規制の国際化戦

略に関する研究」研究班との共催で、３月９日にダイワハウ

ス石橋信夫記念ホール（東京都文京区）で、国際シンポジウ

ム「コーデックス委員会の将来の展望と課題」を開催します。 
コーデックス委員会は、1963 年にＦＡＯ（国連食糧農業機関）

とＷＨＯ（世界保健機関）が合同で設立した政府間組織です。

消費者の健康を保護し、公正な食品貿易を保証するために、

国際標準となる食品の規格（コーデックス規格）や基準・ガ

イドラインなどを定めています。 今回のシンポジウムではコ

ーデックス委員会議長を始めとする講師の方々に、コーデッ

クスの今と未来や、各部会のこれまでの活動や今後の展望に

ついての講演を行っていただきます。 

グローバル化による国際貿易が拡大するなか、コーデックスが目

的とする、消費者の健康保護と公正な食品貿易の確保はますます

重要になっています。特に、昨今の環太平洋パートナーシップに

関する包括的及び先進的な協定（TPP11 協定）及び日 EU 経済連

携協定が発効され、一方で米国のように二国間交渉を重視しよう

とする動きも顕著となっており、世界はまさに大きな変化の中に

あります。こうした地域枠組みやバイラテラルの動きが強まる

中、日本が、コーデックスのような国際的な多国間の枠組みとど

う向き合っていくのかは大きな課題と言えます。 
本シンポジウムでは、コーデックス事務局長、OIE（国際獣疫事

務局）の科学技術部長及び事務局次長を歴任し、現在 WHO 食品

安全・人畜共通感染症部長である宮城島一明氏と、コーデック

ス・バイオテクノロジー応用食品特別部会議長及びコーデックス

委員会副議長を務めた吉倉廣氏の二名に基調講演をしていただ

き、それに続くパネルディスカッションでは、お二人に加え、元

米国食品医薬品局 バイオテクノロジー・コーディネーターのジ

ェームス・マリアンスキー氏及び山口大学共同獣医学部教授の豊

福肇氏を招いて議論します。長年にわたってコーデックスに携わ

ってきたこれらの論者たちの深い知識と経験をもとに、コーデッ

クスにおけるこれまでの日本の貢献を振り返っていただくとも

に、変化する国際環境の中で日本の次世代が主体的にかじ取り

し、さらなる貢献をしていくうえでの課題と期待について議論し

ていただきます。 

世界保健機関（WHO）の総会では、2000 年以降、10 年ごとに食品安

全決議を採択してきました。本年はその節目の年であり、新たに「食

品安全決議・食品安全への取り組みの強化（Food Safety Resolution：
Strengthening efforts on food safety）」を採択しました。 
食の安全の問題は、グローバル化の進展、気候変動のような長期的課

題、SDGs を重視する新たな価値観への対応、新規技術・イノベーシ

ョンの導入などの新たな課題に加えて、従来からの食へのアクセス・

栄養の確保といった根本的な問題など、様々な問題を包含します。こ

のため、その解決には、国際機関・国・事業者・消費者が多層的に議

論し、問題認識の共有をしていくことが求められます。WHO 総会で

食品安全決議が採択された本年は、まさに、WHO やコーデックス等

の食品安全を担う国際機関、そして日本を含む各国の公衆衛生担当省

庁が、数ある公衆衛生の課題のなかで、食品安全分野にどのように取

り組めばよいのかを検討する、重要なタイミングと言えます。 
本シンポジウムは、WHO における食品安全に関する取り組みの進展

と今回の食品安全決議をふまえ、現在我々が直面している問題や、将

来的に取り組むべき新たな課題を十分に関係者間で共有することを

目的としています。まず、第一部では、WHO の事務局長補（Universal 
Health Coverage / Healthier Populations）の山本尚子氏から、本食品安

全決議の意義と日本への期待を述べていただき、その後、WHO のユ

ニバーサル・ヘルス・カバレッジ／健康づくり局、栄養・食品安全部

の山本ライン氏より基調講演で食品安全決議の具体的内容について

ご講演いただきます。 
続く第二部では、本シンポジウムを主催する厚生労働行政推進調査事

業費補助金 食品の安全確保推進研究事業の研究班が、本決議の動向

を踏まえて昨年度実施した研究課題の背景と目的について厚生労働

省国際食品室の扇屋りん室長からご説明いただいたうえで、それぞれ

の研究分担者（山口大学 豊福肇 教授、熊谷優子 和洋女子大学 教授、
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太田亜里美 新潟県立大学 准教授）から、ご報告いただきます。 
特記事項 コーデックスのウェブサイトでも、本シンポジウムについて

ニュースで紹介された。 
「Japan solidifies its Codex Symposium tradition」掲載記事（2018
年 3 月 16 日） 
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/n
ews-details/pt/c/1107530/ 
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One Health Approach (Human, Animal and Environment)

5

with COVID & post COVID

1. Poverty 2. Hunger 3. Health 4. Education 5. Gender 6. Water &
Sanitation

7. Energy 8. Growth & Employment 9. Innovation 10. Inequality 11. Cities 12. Consumption &
Production

13. Climate Action 14. Marine Resources 15. Land Resources 16. Peace 17. Implementation

The Sustainable Development Goals

SDG
6

7

One Health

AMR

8
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Interconnected
Image courtesy: Food Safety magazine ©MaxyM/Shutterstock

©Olga Klochanko/Shutterstock
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Hazard
Foodborne 
illness
(millions)

Foodborne 
death
(thousands)

Foodborne 
DALYs
(millions)

Total 600 420 33

Diarrheal disease agents 549 230 18

Invasive infectious disease agents 36 117 8

Helminths 13 45 6

Chemicals and toxins 0.2 19 0.9

Strengthening efforts on food safety

Global burden of foodborne disease
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110
30- - -005

DALY = YLD + YLL

IHME(Institute for Health Metrics and Evaluation) HP

2019 Diarrheal diseases
1,045.79DALYs/100,000
(844.92-1,331.42)
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1

2 3 10

2006 10,144 10,463,071 2,297 8,206 

2007 10,962 13,543,466 2,396 10,622 

2008 12,934 11,339,146 3,071 8,893 

2009 14,057 8,559,932 2,206 6,714 

2010 15,401 8,549,830 2,092 6,706 

2011 14,950 8,342,000 2,341 6,543 

2012 12,794 5,498,827 1,834 4,313 

2013 13,947 5,828,531 1,551 4,571 

2014 16,762 7,039,646 1,893 5,521 

2015 18,164 8,080,859 2,089 6,338 

2016 18,547 8,512,871 3,272 6,677 

2017 19,844 6,721,577 2,315 5,272 

2018 19,565 7,212,407 1,995 5,657 
1 

2010 2018 3 LSI
2009 2 LSI
2006 2008 1

2 80% 95% 65% Mead et al. 1999
3 18 28
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YLD YLD/
DALY(%) YLL YLL/

DALY(%) DALY

7,235,075 
157,597 0 0.027 0.393 2,350 100.0% 0 0.0% 2,350 

(88,744-242,787) (1,340-3,637) (1,340-3,637)
7,235,075 0 0.0095 0.067 4,563 100.0% 0 0.0% 4,563 

(7,001,586-
7,469,531) (4,407-4,714) (4,407-4,714)

( 32 0 1 0.14 5 83.3% 0 0.0% 6 
(17-45) (2-7) (4-8)

( ) 7 1 29.26 0.25 49 86.0% 9 15.8% 57 

(7-12) (32-68) (5-12) (39-78)
6,393 0 0.61 0.14 417 100.0% 0 0.0% 417 

(4,222-8,950) (84-871) (84-871)
488 3 44.36 0.26 5,680 98.6% 78 1.4% 5,759 

(112-963) (1,269-11,209) (28-136) (1,343-11,321)
13,923 99.5% 73 0.5% 13,997 

(7,842-23,814) (31-127) (7,917-23,886)
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6

Determination of metrics of 
emerging risk (DEMETER)

EFSA
BfR

3

7

The Canadian Food Inspection 
Agency (CFIA)

CFIA

4

8

Canadian Food Safety 
Information Network (CFSIN)

CFIA

4

9 Chronicle 360

2

10

Agricultural Engineering and 
Precision Innovation (Agri-EPI) 
Centre

Agri-Tech 1 DEFRA

5

11

the mobile app and website 
CROPROTECT, developed by 
Rothamsted Research

Agri-Tech 1 DEFRA

5

12 EU Bee Partnership
EFSA
ANSES

13 2019-2025 FAO FAO FAO

14
FAO and Danone team up to foster 
sustainable diets and food systems

FAO Danone
FAO,
Danone

2
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Smarter Food Safety
Together, a New Era of

15

Traceability
• New Era of tech traceability 

traceability .
•

traceability
traceability .

•
traceability

•
.

• traceability

Traceability outbreak response
AI: 
Blockchain:
Remote audit
Big Data:
WGS:
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